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財政状況等一覧表の見方

ポイント

１ 黒字額または赤字額は、１～４表の形式収支、実質収支、純損益及び経常損益をご覧く
ださい。赤字の場合は、「△」の符号がつきます。

２ 一般会計等の実質収支の赤字額が一定規模以上になると、「地方財政再建促進特別措
置法」に基づく財政再建団体として地方債の発行などが制限されるとともに、歳出の削減や
負担の増加などにより赤字を解消し、計画的に財政再建を図る必要があります。

３ １～３表の地方債（企業債）現在高が借金の残高になります。４表の債務保証に係る債務
残高及び損失補償に係る債務残高は、第三セクター等が経営破綻した場合には市町が負
担しなければならなくなる恐れがあります。

４ 平成２０年4月1日からは、地方公共団体の新たな財政健全化の枠組みである「地方公共
団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、平成１９年度決算から新たな財政指標
（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率）を公表す
るとともに、平成２０年度決算からは、当該財政指標の悪化の度合いに応じて、財政健全化
計画等を策定するなど、公営企業や第三セクター等も含めた、地方公共団体全般にわたる
財政情報の把握や情報開示などを通じて、一層の財政健全化の取組が求められていま
す。

注意事項
表示単位未満を四捨五入しているため、差引額等が一致しない場合があります。

１ 一般会計及び特別会計の財政状況（主として普通会計に係るもの）
本表は、一般会計及び各特別会計のうち主として普通会計に属する会計ごとの決算数値

が記入されています。
一般会計及び各特別会計の数値は決算書に基づく数値が、普通会計の数値は総務省が

実施している「地方財政状況調査」の数値が記入されています。したがって、当該調査におけ
る数値の報告方法や純計処理等のため、一般会計及び各特別会計の合計が「普通会計」欄
の数値とは、一致しない場合があります。

【用語の説明】

○一般会計

市町の会計の中心をなすもので、行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計です。

○特別会計

一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会

計です。

○普通会計

公営事業会計以外の一切の会計をいい、市町の一般会計と、公営事業会計を除いた各種

の特別会計を合計して、一つの会計を想定したものです。したがって、合算に際しては、各会

計間の「繰入」、「繰出」に係る重複額を控除する等の純計操作を行った、いわゆる「純計額」
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によっています。

個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっている等、財政比較や統一的な掌握が

困難なため、「地方財政状況調査」上、統一的に用いられる会計区分であり、地方自治法等の

法律によって規定されているものではありません。

○形式収支

当該年度において収入された現金と支出された現金の差額を把握するもので、「歳入決算

総額－歳出決算総額」により求められます。

○実質収支

当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、「歳入歳出差引額（形式

収支）－翌年度に繰り越すべき財源」により求められます。

○地方債現在高（１～３表）

地方債は、市町が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超
えて行われるものです。地方債現在高は、これまで発行してきた地方債の累積額を表してお
り、これによって、市町が今どれくらい未返済の借金が残っているかが分かります。

○繰入金（１～２表）
市町の一般会計、特別会計、基金等の会計間における現金の移動です。例えば、特別会

計設置の目的とされている事業の遂行に必要な財源に不足が生じる場合には、必要により一
般会計から資金の繰入れを行って財源補てんをしなければならない場合があります。

２ １以外の特別会計の財政状況（公営企業を含む公営事業会計に係るもの）
本表は、特別会計のうち、１以外のもの（主として公営事業会計に係るもの）全てについて、
その決算数値が記入されています。
公営企業に属する会計の区分及び各項目の数値は、総務省が実施している「地方公営企

業決算状況調査」の対象事業区分及び数値が記入されています。その際、一つの特別会計
で複数の事業を実施している場合は、複数行で記入されています。
地方公営企業法を適用している公営企業に係るものは、備考欄に「法適用企業」と記入し、
法適用企業に係るもの以外のものは、「総収益」、「総費用」、「純損益」の欄に、それぞれ「歳
入」、「歳出」、「実質収支」と注記、該当する数値が記入されています。なお、「不良債務」、
「累積欠損金」は正数で記入されています。
「地方公営企業決算状況調査」で報告している会計以外の公営事業会計の数値は、決算

書に基づく数値が記入されています。

【用語の説明】
○公営事業会計
市町の行う公営企業、国民健康保険事業（直診勘定に係る病床２０床以上の病院で公営企

業会計で取り扱われるものを除く）、老人保健医療事業、介護保険事業、収益事業（自転車競
走（競輪）、小型自動車競走（オートレース）、モーターボート競走（競艇）などの公営競技）及
び交通災害共済事業に係る会計の総称です。

○公営企業会計
当該事業にかかる経費を主に使用料等の収入でまかなって住民サービスを提供するため

の特別会計です。公営企業とは、市町の経営する企業を指し、地方公営企業法の全部又は
一部を適用している「法適用企業」と、それ以外の「法非適用企業」とに分かれます。
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法適用企業は、企業会計方式（複式簿記）で経理が行われ、民間企業と同様に、収益及び
費用が発生した時点において会計処理がなされます。法非適用企業は、官庁会計方式（単式
簿記）で経理が行われ、現金による収入又は支出があった時点において会計処理がなされま
す。

○法適用企業
地方公営企業法第２条第１項に掲げる事業（水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、

電気、ガスの７事業）と、法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業を
いいます。また、その他の事業のうち独立採算で運営できるものについても条例で定めること
により法を適用することができます。

○総収益
法適用企業において、「営（医）業収益（料金収入等）＋営（医）業外収益（受取利息・他会計

補助金等）＋特別利益（固定資産売却益等）」で求められます。

○総費用
法適用企業において、「営（医）業費用（人件費、物件費等）＋営（医）業外費用（支払利息

等）＋特別損失（固定資産売却損等）」で求められます。

○形式収支
当該年度において収入された現金と支出された現金の差額を把握するもので、「歳入決算

総額－歳出決算総額」で求められます。 ただし、法非適企業会計は「形式収支＝収益的収
支差引＋資本的収支差引－積立金＋前年度繰越金－前年度繰上充用金－収益的収支に充
てた地方債」で求めます。

○純損益
法適用企業において、「総収益－総費用」で求められ、純損益の数値がプラスであれば「純

利益」、マイナスであれば「純損失」と呼び、地方公営企業決算では、それぞれを黒字、赤字と
呼んでいます。

○実質収支
「歳入歳出差引額（形式収支）－翌年度に繰り越すべき財源」により求められます。

○経常収支比率
「経常収益÷経常費用×１００」により求められます。

○不良債務
法適用企業において、「流動負債－（流動資産－翌年度に繰り越すべき財源）」で求めら

れ、資金的に当面の支払い能力を超える債務で、流動負債の額が流動資産の額を超える額
のことです。
不良債務が発生している状況は、当面の支払能力を超える債務があること、すなわち資金

不足が生じていることを意味し、地方公営企業の経営上その解消が優先され、必要な建設投
資資金を確保するためにも不良債務の発生を防ぎ、経営の健全化に努めることが必要です。

○累積欠損金
法適用企業において、営業活動により欠損を生じた場合に、繰越利益剰余金、利益積立

金、資本剰余金等で埋め合わせできなかった各事業年度の損失額の累積です。

３ 関係する一部事務組合等の財政状況
本表は、当該市町が加入している全ての一部事務組合及び広域連合ごとの決算書に基づ
く数値が記入されています。
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一つの組合に複数の会計があり、かつ公営企業会計に属する会計とそれ以外の会計があ
る場合は、複数行で記入されています。
地方公営企業法を適用している公営企業に係るものは、｢歳入｣、｢歳出｣、｢実質収支｣の欄

に、それぞれ｢総収益｣、｢総費用｣、｢純損益｣と注記、該当する数値が記入されています。
また、「当該団体の負担割合」は、決算値に基づく平成１８年度の実績を記入しています。

ただし、公営企業会計等に属する会計に対する繰出金は、負担割合の算出からは除外し、備
考欄に「繰出金○○百万円」と記入されています。

【用語の説明】
○一部事務組合
市町が、事務の一部を共同して処理するために設立する団体です。

○広域連合
市町が、広域にわたり処理することが適切であると認めるものに関し、広域にわたる総
合的な計画を策定し、処理するために設立する団体です。

○負担金割合
当該団体が構成団体として支出した分担金及び負担金の総額

一部事務組合等が各構成団体より歳入した分担金及び負担金総額

４ 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
本表は、総務省が実施している「第三セクター等の状況に関する調査」をもとに記入されて

います。
また、当該市町が出資する会社法法人、民法法人、地方土地開発公社のうち、以下のいず
れかの条件を充足する法人について記入されています。
条 件

①当該市町が（迂回出資分も含め）２５％以上出資するもの
②当該市町が財政支援（補助金、貸付金、損失補償、債務保証）を実施しているもの

【用語の説明】
○第三セクター
一般的には国や地方公共団体の公共部門（第一セクター）と民間部門（第二セクター）との

共同出資で設立された事業主体を指します。

○経常損益
営業収益及び営業外収益から、営業費用及び営業外費用を控除したもので、本業以外の
損益も含めた経営活動による儲けが黒字か赤字かが分かります。

○資本
「資産－負債」で求められ、当該法人等の経営における元手（財産等）を表します。

○正味財産
今すぐに資産をすべて現金化し、負債を全額返済した際に手元に残る財産の額で、上記

「資本」と同じ意味です。

○出資金
市町が当該法人等の債権や株式を取得したり、財団法人の寄附行為に係る出捐金を支出

する経費を表します。

○補助金

負担割合＝



- 5 -

当該法人等の行う事務や事業に対し、その助成あるいは財政上の援助を与えるために市
町が交付する現金的給付です。

○貸付金
市町が、各種行政政策上の目的で、当該法人等へ貸しているお金です。

○地方土地開発公社
「公有地の拡大の推進に関するする法律」に基づいて設立された法人で、地域の秩序ある

整備を図るため、必要な公有地となるべき土地を市町等に代わって先行取得することを主た
る業務としています。

○債務保証
地方土地開発公社が金融機関等から受ける融資に対し、債務が履行されない場合、債権
者である金融機関等の債権を担保するため、市町が返済等の代位弁済を定めた契約を締結
することです。

○損失補償
市町が第三セクターへの財政援助の一手法として、対象となる事業の持つ公益的事情から

採算上の問題がある場合や、市町からの損失補償がなければ条件のよい融資を受けること
が困難となるような特定の事業の安定又は発展を奨励・援助するために、金融機関等に対し
て、損害が発生した場合、その補償を補てんすることを定めた契約を締結することです。

５ 財政指数
本表は、「地方財政状況調査」の報告数値をもとに記入されています。

【用語の説明】
○財政力指数
市町の財政力を示す指数で、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準

財政需要額で除して得た数値の過去３ヶ年間の平均値で、次の算式により求められます。財
政力指数が、｢１｣に近くあるいは｢１｣を超えるほど財源に余裕があります。

前々年度基準財政収入額 前年度〃 当該年度〃
前々年度基準財政需要額 前年度〃 当該年度〃

○実質公債費比率
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源の

うち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公
債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）に充当されたものの占める割合の過去３ヶ
年間の平均値で、次の算式により求めらます。
従来の起債制限比率について、準元利償還金の範囲等の見直しを行ったものであり、地方

債協議制度の下で、１８％以上の市町は、地方債の発行に際し許可が必要となります。さら
に、２５％以上の市町は地域活性化事業等の単独事業に係る地方債が制限され、３５％以上
の市町は、これらに加えて一部の一般公共事業債等についても制限されます。

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）
Ｅ＋Ｆ－Ｄ

Ａ：地方債の元利償還金（繰上償還等を除く。）
Ｂ：地方債の元利償還金に準ずるもの（※「準元利償還金」）
Ｃ：Ａ又はＢに充てられる特定財源
Ｄ：地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財
政需要額に算入された額（「算入公債費の額」）及び準元利償還金に要する経費とし
て普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額（「算入準公債費

財政力指数＝ ÷３＋ ＋

実質公債費比率＝
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の額」）
Ｅ：標準財政規模（「標準的な規模の収入の額」）
Ｆ：臨時財政対策債発行可能額
※ 準元利償還金

ア 満期一括償還の地方債の1年当たりの元金償還金相当額
イ 公営企業債の元利償還金に対する普通会計からの繰入金
ウ 一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等
エ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（ＰＦＩ事業に係る委託
料、国営事業負担金、利子補給等）

オ 一時借入金の利子

○実質収支比率
標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、一般的には概ね３～５％が望ましいとさ

れている。

○経常収支比率
市町の財政構造の弾力性を判断するための指標で、次の算式により求められます。人件

費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一
般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常
一般財源）、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合です。
この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るもので、

比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
経常経費充当一般財源（人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源）
経常一般財源(地方税＋普通交付税等）＋減税補てん債＋臨時財政対策債

○標準財政規模
市町の一般財源の標準規模を示すもので、次の算式により求められます。

標準 基準 所得譲与税、特別とん譲与税、 所得譲与税、特別とん譲与税、

財政 = 財政－ 自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、 ×１００ ＋ 自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、 ＋ 普通交付税

規模 収入額 地方道路譲与税、交通安全対策特別交付金、 ７５ 地方道路譲与税、交通安全対策特別交付金、

児童手当特例交付金 児童手当特例交付金

○臨時財政対策債
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法
第５条の特例として発行される地方債です。
平成１３～１５年度及び平成１６～１８年度の間、通常収支の財源不足額のうち、財源対策

債等を除いた額を国と地方で折半し、国負担分は一般会計からの加算(臨時財政対策分)、地
方負担分は臨時財政対策債により補てんすることとされました。

経常収支比率＝ ×１００


